
エブリセンスポイント規約 
  
第 1条(適用範囲) 
本エブリセンスポイント規約(以下｢本規約｣といいます)は，当社の発行するエブ
リセンスポイント(以下｢本ポイント｣または単に「ポイント」といいます)に関す
る取扱いについて定めるものです｡お客様は，本規約の内容を十分に理解し，本

規約にご同意いただいた上で，本ポイントをご利用いただくものとします｡本規

約は，エブリセンスサーバーサービス利用基本規約（以下「基本規約」といい

ます）との関係では，同規約第１条所定の「個別利用規約」に該当し，基本規

約で定義された用語は本規約で新たに定義されない限りそのまま通用するもの

とします。 
  
第 2条(ポイント口座) 

1. 当社は，本規約をご承諾の上，本ポイントの利用申込みをいただき，当
社が申込みを承諾したお客様（以下単に「お客様」といいます）に対し

て，本ポイントをご利用いただくためのポイント口座を開設します｡ 
2.ポイント口座は，お客様が Farm Ownerとして本サービスを利用される場合
であっても，Restaurant Ownerとして本サービスを利用される場合であっても，
共通になります。 
  
第 3条(本ポイントの獲得及び確定) 

1. 本ポイントは，お客様が Farm Ownerとして，Restaurant Ownerの提
供するレシピに従ってセンサーデータを提供した際に獲得されるものと

します｡ 
2. 本ポイントの獲得及び確定の対象となるセンサーデータの提供について，

Restaurant Ownerはレシピに以下の各号の条件を設定します｡ 
①	 提供ポイント数：センサーデータの提供に与えられるポイントの単価 
②	 最低提供回数：センサーデータの提供によりポイントが与えられるまでの

提供回数 
③	 最大提供回数：センサーデータの提供によりポイントが与えられる上限の

回数 
④	 ボーナスポイント：最大提供回数までセンサーデータが提供された場合に
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追加的に与えられるポイントの数 
3. Farm Ownerはレシピに応じたセンサーデータの提供を任意の時点で停
止することができ，この場合，ポイントは獲得できません。また，Farm 
Ownerはセンサーデータの提供を任意の時点で再開を前提に中止するこ
ともでき，この場合は，再開することで引き続きポイントを獲得できま

す。 
4. Restaurant Ownerはレシピによる Farm Ownerからのセンサーデータ
の提供を任意の時点で停止することができ，その場合，停止した時点で

センサーデータの提供回数が最低提供回数に達していない Farm Owner
には，ポイントの獲得は発生せず，Restaurant Ownerによるポイントの
支払も発生しません。上記停止した時点でセンサーデータの提供回数が

最低提供回数に達していた Farm Ownerに対しては，ポイントの獲得が
発生します。 

5. 本ポイントは，お客様が Farm Ownerとして獲得した後，当社が確定し
てから 15日間経過後に，「交換可能ポイント」となります。 

  
第 4条(交換可能ポイントの利用) 
お客様は，交換可能ポイントを，当社所定の条件および方法に従い，株式会社

リアルワールドが提供する「Point Exchange」等，当社が指定する交換サービ
スを利用して，他社の発行するポイントや電子マネーと交換することができる

ものとします｡交換可能ポイントの交換に際しては，交換サービスを提供する事

業者の利用規約等に同意頂きます。 
  
第 5条(ポイント口座の失効･再発行) 
1.お客様が，ログインアカウント及びパスワードを紛失し，漏えいし，または盗
取された場合であって，本サービスにログインできなくなった場合には，当社

は，お客様のお申し出によりポイント口座を失効させることができるものとし

ます｡ 
2.前項に基づきポイント口座を失効させる前に，本ポイントがお客様の許可なく
第三者に使用された場合であっても，当社に故意または重過失がない限り，当

社は責任を負わないものとします｡ 
3.第 1項によりポイント口座が失効した場合であって，お客様の同一性について



確認が取れた場合には，当社は，お客様に対して，新たなポイント口座を再発

行し，残存ポイントを引き継ぐことができるものとします｡ 
  
第 6条(ポイント情報の取扱い) 
ポイントに関する情報は，基本規約第 5 条に基づき，適切に取り扱うものとし
ます｡ 
  
第 7条(本ポイントのご利用停止) 
当社は，次のいずれかに該当するときは，本ポイントの利用を停止し，または

本ポイントを失効させることができるものとします｡ 
(1)お客様が不正な方法により本ポイントを取得し，または不正な方法で取得さ
れた本ポイントであることを知ってご利用される場合 
(2) 本ポイントが偽造または変造されたものである場合 
(3) お客様が本規約に違反した場合 
(4) その他当社が本ポイントのご利用を不適切であると判断した場合 
  
第 8条(本ポイントの有効期間) 
本ポイントの有効期間は，本ポイントが獲得された日の属する年の翌年の 12月
31日までとします｡有効期間を経過した本ポイントは失効し，ご利用ができなく
なりますのでご留意ください｡この場合，失効したポイントに関して，当社は責

任を負わないものとします｡ 
  
第 9条(本ポイントのご利用の中止または中断) 
当社は，システムの保守，通信回線または通信手段，コンピュータの障害など

によるシステムの中止または中断の必要があると認めたときは，お客様に事前

に通知することなく，本ポイントのご利用を中止または中断することができる

ものとします｡ 
  
第 10条(本規約の変更または廃止等) 
1.本規約および本ポイントの付与の条件またはご利用の条件等は，当社の都合に
より，変更または廃止することがあります｡また，かかる変更または廃止のため

に，本ポイントの全部または一部の利用を停止することがあります｡ 



2.本規約の変更の条件は基本規約第 14条に従います。 
  
第 11条(譲渡等の禁止) 
本ポイントは，譲渡その他の処分，質入れその他の担保権を設定することはで

きません｡ 
本規約は、日本法に基づき解釈されるものとし、本規約に関して訴訟の必要が

生じた場合には、東京地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とします。 
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